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民主市民クラブの2019（平成31）年度県当初予算及び政策推進に関する要望書に対する回答

平成31(2019)年２月６日

本県では、医療福祉関係経費の増加や新たな行政需要への対応等により、財源不足が見込まれる中で、県

政の持続的な発展に向け、「とちぎ行革プラン2016」に基づき、自律的な行財政基盤の確立に取り組んでいる。

平成31(2019)年度は、県税及び地方消費税収入が増加する一方、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた

額は減少する見込みである。

こうした中、平成31(2019)年度当初予算では、中期的な視点に立った財政運営を行うことを基本としつつ、

行革プランに掲げた財政健全化の取組を実行することにより必要な財源を確保し、「政策経営基本方針」の重

点事項に積極的に取り組むとともに、「とちぎ創生１５戦略」の総仕上げと「とちぎ元気発信プラン」の更な

る推進を図るほか、消費税率引上げに伴う対応など当面するその他の重要課題にも的確に対応することとし

た。

○ 重点的に取り組むもの

Ⅰ 政策経営基本方針に基づく重点事項

１ とちぎの未来創生に向けた施策の推進

２ 安全・安心なとちぎづくり

３ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」

と第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」に向けた着実な取組

Ⅱ 「とちぎ創生１５戦略」の総仕上げと「とちぎ元気発信プラン」の更なる推進

１ 次代を拓く人づくり戦略

２ 強みを生かす成長戦略

３ 暮らし安心健康戦略

４ 快適実感安全戦略

５ 誇れる地域づくり戦略

６ とちぎ元気発信プランの推進に向けて

要望事項に対する回答は、次のとおりである。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

＜各部局への具体的な要望事項＞

１ ブランド力向上と発信力強化について

民間調査会社による「地域ブランド調査２０１ 今後訪れるアフターＤＣや、東京2020オリンピック・パラ

８」の結果が公表され、最も注目されるカテゴリー リンピック、国体・全国障害者スポーツ大会は、本県のブラ

＜魅力度＞は２０１７年の４３位から、１つ順位を ンド力を高めていく上で絶好の機会であり、平成31(2019)年

下げて４４位となった。魅力度で本県は低迷を続け 度においては、注目の集まる聖火リレーやとちぎ版文化プロ

ている一方で、愛着度は２８位から１６位へ、また グラムを生かし、全県を挙げて、本県の魅力の積極的な情報

自慢度は３６位から２０位へと、本県出身者や県民 発信に努めていく。

の、栃木県を思う意識の高まりを感じさせる項目で 本県の魅力度が十分に浸透していない関西圏において、メ

順位を上げ、とちぎブランド取組方針に沿った、こ ディアによる情報接触度を高めるとともに、大阪センターを

れまでの様々な取組やデスティネーションキャンペ 拠点として、観光誘客や企業誘致活動を強化し、「選ばれる

ーン等による一定の成果があったものと評価する。 とちぎ」の実現を目指していく。

特に課題として、近畿圏でのＰＲ不足や「旅やグ あわせて、県民自らがブランド推進の担い手となるよう、

ルメに関するテレビ番組」からの情報接触不足、さ 引き続き県内メディア等を活用することにより、県民の本県

らには日光など本県の優れた地域資源と栃木県の結 への愛着と誇りの醸成を図りながら、市町や関係団体等と連

び付きの欠如等が挙げられているが、引き続きさら 携し、本県のブランド力向上にオールとちぎで取り組んでい

に詳細な現状分析を進め「とちぎ元気発信プラン く。

（～２０２０）」での成果指標に掲げた魅力度ラン

キング２５位以内の達成をはじめ、本県の魅力度ア

ップやとちぎブランドの確立に向け有効な対策が必 ○とちぎブランド・デザイン事業費 36,348

要と考える。

そこで、これらの取組を推進するにあたり「とち

ぎブランド力向上会議」や「とちぎブランド推進本

部」の連携強化はもとより、オールとちぎによる県

民ぐるみのものとするため、観光事業者・小売事業

者・地域づくり団体に加え市町とも一体となって、 ○関西圏とちぎ魅力発信事業費 39,327

幅広く県民意識の向上と一体感の醸成が図られるよ

う、きめ細かい施策を展開すること。

○企業立地推進補助金 1,490,000
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

２ とちぎ創生最終年度に向けて

まち・ひと・しごと創生本部は昨年６月に「まち 最終年度を迎えるとちぎ創生１５戦略については、進捗に

・ひと・しごと創生基本方針２０１８」に盛り込ん 遅れが生じている指標の改善に向け、県産木材の販路拡大等

だ政策パッケージ（わくわく地方生活実現政策パッ により林業・木材産業の成長産業化を推進するほか、女性や

ケージ）を公表し、これらを受けて、１２月に「ま 高齢者等、多様な人材が活躍できる就労環境の整備等に力を

ち・ひと・しごと創生総合戦略２０１８改訂版」が 入れていく。

閣議決定された。 あわせて、国の「わくわく地方生活実現政策パッケージ」

本県においてはとちぎ創生１５戦略最終年度の予 も活用し、東京圏からのＵＩＪターンを一層促進するととも

算編成となるが、林業・木材産業の成長産業化、多 に、県内の高校生に県内企業の魅力を伝え就職促進を図るな

様な人材が働きやすい就労環境づくり等指標に遅れ ど、人材確保・人材還流に向けた取組を強化していく。

が生じている戦略に関連する予算対応を要望する。 また、１５戦略及び元気発信プランの取組の成果や課題を

また、地方への新しい人の流れを作る取り組みとし 十分に分析し、県議会をはじめ、市町、さらには本県の将来

て、国はＵＩＪターン及び起業・就業の促進を図る を担う若者や子育て世代等の意見を幅広く伺いながら、次期

ため「わくわく地方生活実現政策パッケージ」を決 総合戦略及び次期プランの策定を進めていく。

定しているが、これらへの対応に最大限の取り組み

を要望する。

２０２０年度以降の次期５か年の総合戦略に向け ○とちぎＵＩＪターン促進事業費 39,612

て第１期の総仕上げを目指すとともに、必要な調査

・分析を行い、次期総合戦略の策定に繋げること。

○とちぎＷＯＲＫＷＯＲＫ就職促進プロジェクト事業費

116,261

○女性活躍応援事業費 22,501
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

○学卒者就職支援事業費 16,421

○次期プラン等策定費 25,887

３ 財政の健全化について

本県の財政の健全化については、昨年よりスター 平成31(2019)年度の当初予算編成においても、中期的な視

トした「中期的視点に立った財政運営」への転換と 点に立った財政運営を基本的な考えとし、行政コストの削減

並行して「とちぎ行革プラン２０１６」に掲げた財 や歳入の確保に努めるなど、「とちぎ行革プラン2016」に掲

政健全化の取り組みに沿って着実に進められている げた財政健全化の取組を着実に実行していく。

ところである。２０１９年度の歳入については地方 また、超高齢社会への対応や地方創生の推進のため、国に

財政計画の中で、地方交付税については７年ぶりに 対して引き続き地方税財源の充実強化を要望するとともに、

増額が示されている一方で県税収入の大きな伸びは 「とちぎ創生１５戦略」の総仕上げや「とちぎ元気発信プラ

期待できない状況にあり、今日まで培ってきた財政 ン」の更なる推進、政策経営基本方針に基づく重点事業に積

健全化への取り組みを堅持すること。 極的に取り組んでいく。

一方、経済のグローバル化や複雑な国際状況、そ なお、ＬＲＴ事業に関しては、平成29(2017)年度末に解散

して多様化する県民ニーズに対応するため予算編成 した宇都宮市街地開発組合の剰余金の一部を原資として造成

にあたってはそれらに的確に対応できる予算編成を した基金等を活用し、計画的に支援を行っていく。

望むところである。これらを達成するためにも宇都

宮市及び芳賀町が進めているＬＲＴ事業関連事業へ

の財政支援については、支援の凍結を求める。今後 ○芳賀・宇都宮ＬＲＴ整備事業費補助金 760,000

とも国に対して地方税財源の充実強化を要望すると

ともに、「とちぎ創生１５戦略」の総仕上げと「と

ちぎ元気発信プラン」の更なる推進を要望する。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

４ 私学就学支援の充実について

教育は未来への投資という観点から教育の力で 私立高等学校に通う生徒がいる世帯への経済的負担の軽減

「貧困の連鎖」を断ち切り、栃木の子どもたちが希 については、奨学のための給付金の支給金額引き上げや授業

望に満ちた進路を選べるようにするためには、私立 料減免補助制度の対象者拡大を行うなど、これまでも制度の

学校振興助成法に基づく私学支援の充実は不可欠で 充実に努めてきた。

ある。 入学金の助成については、栃木県育英会において、月額貸

本県の私学支援については、２０１５年に減免対 与奨学金に加え、入学一時奨学金も貸与するなど、入学時に

象年収を３５０万円未満家庭まで拡充したが、栃木 おける経済的負担の軽減に努めている。

県私立学校教職員組合連合が昨年実施した調査で 平成29(2017)年12月に閣議決定された「新しい経済政策パ

は、授業料滞納者と経済的理由による中退者が増加 ッケージ」において、平成32(2020)年度からの私立高等学校

に転じ、私学に合格しても入学金を支払えず辞退す 授業料の実質無償化が盛り込まれたことを踏まえ、国の動向

るケースも依然多い。したがって更なる私学支援充 を注視していくとともに、今後とも、各種支援制度により私

実を図る必要があることから、授業料以外の施設・ 学教育の充実を図っていく。

設備費等義務的納付金も含めた「授業料等減免制

度」を創設すると共に、関東圏では下位にある本県

の減免年収基準を茨城県と同じ年収５９０万円未満 ○小・中・高校運営費補助金 6,180,541

まで引き上げること。

また、生活保護及び生活困窮世帯等の私学生徒に

対しては公立高校で実施しているように、学費の全

額無償化の措置を講じること。更には、入学金補助

制度の創設を図ると共に、授業料減免制度適用の際

の学園１割負担をなくすこと。

５ 女性自立支援の取組について

性暴力被害等の実態把握は非常に難しいが、顔見 県では、若年層の女性に対する性暴力被害等の未然防止の

知りからの若年女性の被害が身近なところに存在し ため、「ＡＶ出演強要・『ＪＫビジネス』等被害防止月間」

ている現実があり、#ＭｅＴｏｏ運動の広がりを期 を中心に各種広報媒体を活用して啓発を図るとともに、とち

待する。 ぎ男女共同参画センターに相談窓口を開設し、様々な悩みや

国において創設された平成３０年度若年被害女性 不安を抱える女性に対する支援を行っている。

支援モデル事業を実施した東京都は、夜間見回りや さらに、高等学校等に出向き、若年女性を取り巻く暴力の

声掛け、電話やメールの相談窓口開設などのアウト 問題に関する講演や情報交換を行うなど、被害の未然防止に

リーチ支援、居場所の確保、自立支援を民間委託 努めていく。

し、行政は関係機関との連携を行っている。この事

業により被害の顕在化とともに支援の充実を期待す

る。

本県においても、まず、夜間見回りや声掛け、相

談窓口の開設など被害の未然防止を目的とするアウ

トリーチ支援を早急に図られたい。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

６ 悪質クレーム・カスタマー（顧客）ハラスメント

対策について

昨年、産業別労働組合ＵＡゼンセンが小売・サー 県では、パワハラやセクハラなどのハラスメントのない職

ビス業関係の接客対応する組合員に行った調査・ア 場の実現に向け、労政事務所において事業所訪問による要請

ンケートによると、５万件超に及ぶ回答の内、実に を行うほか、いじめや嫌がらせを含む様々な労働相談に応じ

７割以上が、顧客などから暴言や同じクレームを繰 るとともに、心身に悩みを抱える労働者に対しては、産業カ

り返す等の迷惑行為を受けたことがあると答え、い ウンセラーによるメンタルヘルス相談を実施している。

わゆる悪質クレームの実態が明らかとなった。 一方、顧客や取引先からの悪質なクレームなどの著しい迷

こうした行為はカスタマー（顧客）ハラスメント 惑行為に関しては、今後出される国の方針を踏まえ、事業所

とも呼ばれるが、これを防ぐための法律や指針等は における労働者の安全安心に配慮したハラスメント対策が適

現在のところ定められておらず、その対応は現場の 切に実施されるよう、栃木労働局など関係機関と連携・協働

働き手に任せきりという実情がある。行き過ぎた悪 し、引き続き誰もが働きやすい職場環境づくりを促進してい

質クレームは明らかな人権侵害であり、働き手に大 くとともに、権利と責任を自覚し、自立した消費者となるよ

きな精神的ストレスをもたらし、ひいては休職や離 う、消費者教育や啓発を一層推進していく。

職を招くなど、地域を支える企業や事業所等の損失

にも繋がり、さらには小売やサービス業に限らず、

人と接するあらゆる産業・職業で発生している、今

や深刻な社会的問題と言える。

過日、厚生労働省がパワハラやセクハラ対策と併

せ、悪質クレームについても「職場のパワハラに類

するもの」と位置付け、企業が取り組むべき対策を

指針として明示する方針を示したことから、県とし

ても、この問題を労働行政における喫緊の課題とし

て捉え、速やかに対策を講じ、同時に、消費者の迷

惑行為に対して、倫理的な消費行動を求める消費者

教育や啓発活動の推進が必要であると考える。

そこで、今般の国の動向を受け、その推移を注視

しつつも、県としても、実際に日常的に起こり得る

こと、起こっていることであることから、早急な実

態把握と撲滅に向けた対策を講じること。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

７ 指定廃棄物最終処分場問題について

昨年１１月２６日、環境省は、県内農家が保管し 指定廃棄物問題の早期解決に向け、特に保管農家の負担軽

ている指定廃棄物について、保管農家を抱える６市 減については、これまでも、優先的に対応するよう国に要請

町長による会議を開催した。その結果、指定廃棄物 してきた。

については、保管農家の負担を軽減するため、国が 昨年11月の関係市町長会議では、国の提案を受け、各市町

提示した各市町ごとの暫定集約案に合意した。この から農家の負担を軽減していくことについて理解が得られた

合意を受け、日光市は翌２７日、市内の農家１戸が ところであり、今後、国には、市町の意向をよく聞きなが

保管している７トンを、市が指定廃棄物を保管して ら、それぞれの市町の実情を踏まえて丁寧に対応するよう求

いる市の可燃ごみ処理施設「クリーンセンター」に めていく。

移す考えを明らかにした。今後は市町における具体 また、県としても、関係市町が足並みを揃えて取組を進め

的な集約場所の選定が焦点となる状況であり、県 られるよう、情報共有を行い、国や市町とともに、具体的な

は、早期に集約場所を確保できるよう、県有地等の 方策の検討を行うなど、農家の負担軽減に向け、国と市町の

土地情報の提供や、周辺住民の理解促進等にも積極 間に入ってしっかりと調整していく。

的に関与し、市町を支援されたい。 国は、本県の指定廃棄物について、長期管理施設による県

一方、国は長期管理施設を県内１か所に整備する 内集約の方針を堅持していることから、県としても、国に対

方針に変わりはなく、暫定集約された指定廃棄物 し、詳細調査の実施に向け、地元の理解が得られるよう引き

は、将来的には、国が整備する施設へ搬出するとし 続き丁寧な対応を求めていくとともに、国と地元との対話に

ている。 向けた働きかけを行っていく。

指定廃棄物最終処分場問題は、既に現在の詳細調

査候補地が選定されてから約４年半が経過し、各県

処理は事実上頓挫している状況であり、改めて特措

法の見直しを国に対し働きかけること。
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要 望 事 項 回 答

８ 森林・林業・木材産業の振興について

栃木県では、２０１７年１０月県議会提案によ 県では、高性能林業機械や木材加工流通施設等の導入支援

り、「栃木県県産木材利用促進条例」、通称「とち に加え、就業説明会や、高校生を対象とした現場見学会を実

ぎ木づかい条例」を施行し、全国で唯一都道府県名 施している。また、本年度、とちぎ木づかい条例に基づき

に「木」の文字がある栃木県の森林を県民共有の財 「とちぎ木づかい促進協議会」を設立したところであり、今

産として健全な姿で次の世代に引き継ぐため、県産 後、オール栃木体制で利用拡大を進めていく。

木材の積極的な「木づかい」を進めることとした。 さらに、多様な木材需要を創出するため、中大規模建築物

これまで現行の森林関連施策の検証や本県木材の の木造・木質化や認証材などによるブランド化を推進すると

需要把握のための調査等が行われてきたと思うが、 ともに、とちぎ材の家づくりへの支援等により、総合的に県

２０１９年度は、本条例施行２年目でもあることか 産木材の利用拡大を図っていく。

ら、川上から川中、川下までの県産材利用促進に必 また、森林経営管理制度の円滑な推進に向け、県と市町に

要な施設整備や雇用確保等ソフト・ハード両面から よる協議会を設置し、各市町の適正な執行体制の確保につい

の整備を加速されたい。 て協議を進めており、本県の森林が適正に経営・管理される

特に本県では、「とちぎ木材利用促進方針」にお よう、県と市町の役割分担を明確にしながら、市町への技術

いて、２階建て以下かつ延べ面積３，０００㎡以下 的支援等に努めていく。

の施設は木造を基本としているため、低層が多い福

祉施設や公共施設の木造化を積極的に図られたい。

更には大阪北部地震でも問題視された「ブロック ○公共事業費（環境森林部） 4,553,453

塀」の改修に合わせた木塀への転換等、積極的な木

材利用を図られたい。

また、２０１９年度から森林環境譲与税（仮称）

が導入されるが、市町からは試算された配分額や技

術を要する業務に従事する人手の不足を懸念する声

も上がっている。具体的には、間伐の調査や設計等 ○県単公共事業費（環境森林部） 282,069

技術的業務の受け皿となる機関を設置してほしい等

の要望や、県民税と森林環境譲与税（仮称）の使途

を踏まえた事業内容の振り分け等について意見が挙

げられており、県としても積極的に支援する体制を

整備すること。

併せて、本県の森林整備に関連し、こうした法令 ○とちぎの元気な森づくり県民税事業費 799,308

や条例の動向を踏まえ適正な執行に努めること。
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要 望 事 項 回 答

○とちぎ材の家づくり支援事業費 163,896

９ 野生鳥獣害対策について

県では昨年３月、シカ及びイノシシの管理計画を 鳥獣被害対策を全県一丸となって総合的に進めていくた

改定し捕獲目標を引き上げるとともに、今年度末に め、県鳥獣被害対策本部と地域鳥獣被害対策連絡会議が連携

はカワウ管理指針の改定を予定するなど、野生鳥獣 し、それぞれの地域の課題を的確に把握しながら、効果的な

害対策の強化を図っているところであるが、シカや 被害防止策を実施するための獣害対策アドバイザー派遣制度

イノシシの深刻な被害はもとより、サルやカワウな を拡充するとともに、ＩＣＴを活用した捕獲・被害防除の実

どによる被害も県内各地で発生しており、野生鳥獣 証、河川敷の緩衝帯整備による効率的な捕獲の実施、新規狩

害対策は喫緊の課題となっている。その対応に際 猟免許取得者に対する技術研修の実施などに取り組んでい

し、先ずは県・市町・地域住民などが一体となり、 く。

地域ぐるみで捕獲や被害防除、環境整備へ総合的に

取り組むことが重要である。

こうしたことから、地域ぐるみの取組を進めるた ○地域ぐるみの総合的な鳥獣対策促進事業費 407,345

め、地域に専門家を派遣してアドバイスを行う「獣

害対策アドバイザー派遣事業」の拡大を図ること。

併せて、捕獲の省力化・効率化を図るため、近年

技術の発達が著しいＩＣＴの活用に積極的に取り組

まれたい。

また、平野部や河川敷の「ヤブ」等がイノシシの ○鳥獣から農作物を守る対策事業費 110,256

生息域となり被害が発生している地域については、

関係部局や地域が連携し積極的に対策を講じられた

い。

さらに、捕獲の担い手となる狩猟免許所持者につ

いては、「狩りガール」といわれる女性狩猟者が２

００７年度の４倍になるなど新規取得者は増加傾向

にあるが、実際に捕獲を行うためには経験と技術が

必要なことから、研修や訓練の機会確保を図るこ

と。
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要 望 事 項 回 答

１０ 大規模太陽光発電施設に対する規制について

昨年４月に運用開始した「栃木県太陽光発電施設 国のＦＩＴ法見直しに対応し、必要に応じて指導指針の見

の設置・運営等に関する指導指針」については、更 直しを行っていくとともに、より一層市町と連携し、国のガ

に実効ある内容とするため、国のＦＩＴ法（再生可 イドライン及び指導指針の適切な運用に努めていく。

能エネルギー法）等の断続的な見直しに呼応し、定 また、事業者に対しては、関係法令や指導指針などを遵守

期的な見直しを図ること。 し、防災や環境保全、景観保全等についての万全な対策を講

県内で問題となっている地域の対応については、 じるとともに、地元関係者から理解が得られるよう指導して

当該市町と協議を行い、県の事前協議段階で判明し いく。

た課題については、事業者に丁寧に説明し、明確な

対応がなされない限り許認可には慎重な対応を図る

こと。

県内自治体では、独自条例で適切な立地誘導を図

っている自治体もみられるが、県として独自条例の

制定に向けて検討すること。

１１ 介護サービスの充実について

介護職員の処遇改善については、２０１７年度の 県内の特別養護老人ホームの一部では、介護職員の不足に

臨時の報酬改定も含めこれまで数度にわたる取組が より空床が生じていることから、国における介護従事者処遇

行われてきたが、現場では未だに職員不足のため、 状況等調査の結果も踏まえながら、引き続き事業者に対し、

部屋は空いていても入所待ちという各種の入所施設 処遇改善の適正な実施について指導、助言等を行うととも

が見受けられる。 に、専門家の派遣等による介護職員処遇改善加算の取得に向

そこで県内の介護職の給与・賃金がこれまでにど けた取組を支援していく。

れだけ改善されてきているのか、また介護保険事業 また、介護人材の確保対策については、離職した介護職員

支援計画の施設整備にも関わってくるため、職員不 の復帰支援や、中高齢者等が介護の周辺業務を担えるよう市

足により空いている施設はどのくらいあるのか等を 町が行う介護入門研修を支援するなど、多様な人材の確保や

事業所への専門家の派遣と併せて具体的に調査をか 職員の負担軽減に努めており、引き続き現場の実情を踏ま

け、介護職員の確保、離職防止対策を講じること。 え、県内関係団体等とも連携しながら取り組んでいく。

国では１０年以上のリーダー級の介護職員につい

て他の産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技

能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更な ○介護基盤整備等事業費 1,455,690

る処遇改善を行おうとしているが、新人の離職防止

対策もたいへん重要である。その一つの対策とし

て、６０歳から７５歳までを対象とした介護助手制

度を県として確立した上で広く周知し、元介護職員

の復帰や、元気な高齢者の力を介護現場に取り入れ

ることにより、職員の周辺業務への負担を軽減し離 ○社会福祉施設等整備助成費 1,690,989

職防止に役立てるべきである。
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要 望 事 項 回 答

１２ 障がい者施策の充実について

２０１８年４月１日時点における県内の身体障害 重度心身障害者医療費助成制度の対象を精神障害者に拡充

者手帳を持っている人は７０，２３６人、知的障が することについては、実施主体である市町の意向等を十分に

い者の療育手帳は１７，０４３人、精神障害者保健 踏まえるとともに、他県での財政負担の状況等を参考にしな

福祉手帳は１２，５２６人となっている。精神障害 がら、今後の対応を検討していく。

者保健福祉手帳の所持者は全体の１２．６％であ また、公共交通機関における精神障害者への運賃割引制度

る。 の適用拡大については、交通事業者の自主的な判断により行

２００６年に施行された障害者自立支援法（現在 われていることから、引き続き、県内バス事業者等との意見

は障害者総合支援法）では三障がいにより差のあっ 交換を通じ、事業者の理解と協力を得られるよう取り組むと

た制度格差を解消し、一元的なサービスにまとめて ともに、国に対し、大手交通事業者への働きかけを要望して

共通の制度にして障がい者の地域での自立を促すこ いく。

とを目的としている。 障害者手帳のカバーの色の統一については、他県の動向も

しかしながら、１２年を経た現在も県内では、精 踏まえつつ、障害者団体等の意見を聞きながら、引き続き検

神障がい者に対する医療費の助成は精神科の通院医 討を進めていく。

療費のみが対象であり、内科や歯科などの医療費に

ついては、身体と知的障がいの人たちにしか認めら

れていない。 ○社会福祉施設等整備助成費（再掲） (1,690,989)

昨年、栃木県精神保健福祉会（やしお会）が本人

や家族を対象に、８９６人の方々から回答をいただ

いたアンケートでは、収入の状況において、アンケ

ートに答えた人たちは３０代から５０代が６６％を

占めているにもかかわらず、工賃や給料、障害年

金、生活保護などすべての収入を合わせて月額５万

円から１０万円未満と答えた人たちが最も多く４５

９人と、全体の５１％を占めている。それ以下の５

万円未満の人も含めると全体の５９％となってい

る。

受診したくても我慢しているのは歯科が最も多

く、内科、眼科、皮膚科と続き、受診できない理由

のトップは「生活費が不足するから」が３６％、

「家族に負担をかけられないから」が３１％、「将

来のための貯蓄を削れないから」が２１％となり、

ぎりぎりの生活がうかがえる。

加えて、昨年、栃木県精神保健福祉会（やしお

会）ではいくつかの市町議会に陳情書を提出し、今

後も他の議会に要望していくという。本年１月から

東京都も１級の精神障害者保健福祉手帳所持者を医

療費助成の対象としたところであり、千葉県ではい

くつかの市が独自に助成していることから、これで

全く助成がないのは関東では本県のみとなった。重

度心身障害者医療費助成制度の実施主体は市町であ

るが、その財源は市町と県とで二分の一ずつ負担し

ており、県はリーダーシップを取って精神障がい者

への医療費助成の充実に努めること。また、そのた
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要 望 事 項 回 答

めにも市町との政策調整を行うために試算に取り組

むこと。

また、公共交通機関におけるサービスについて

も、精神障がい者が家にこもらず積極的に社会参加

できるよう、バスや鉄道の運賃の割引制度について

引き続き、各機関へ働きかけていくこと。

ある交通事業関係者によると、３種類の障害者手

帳のカバーの色を同一にすることで運賃の割引を進

めやすいのではとの見方があることから、障害者手

帳のカバーの色の統一についても検討を行うよう要

望する。

１３ 子育て支援の充実について

とちぎの子ども・子育て支援条例が今年１月１日 子どもの貧困については、実態を正確に把握するため、生

から施行された。その中の基本的施策にも掲げてあ 活保護受給世帯の児童数等市町における基礎データの収集

るように、困難を有する子ども等及び家庭への支援 や、児童扶養手当受給者等へのアンケート調査を実施するこ

が大きな社会的課題になっている。そこで、まず県 ととした。

全体の子どもの貧困状況を的確に把握するため、実 あわせて、生活困窮世帯への支援の現状と課題について把

態調査を行うこと。 握するため、教育現場における支援事例の調査や、子育て支

さらに、ネグレクト及び生活困窮のひとり親家庭 援機関等へのヒアリング調査を実施する。

の子どもを対象とした、全国初の取り組みの「子ど また、子どもの居場所の設置促進等のため、引き続き、実

もの居場所づくり事業」については、地域の人が子 施主体となる市町に対し積極的な働きかけを行うとともに、

どもを育むことにより、孤立する家庭の「関係性の コーディネーターの配置や、研修の実施などにより、運営の

貧困」を解消する重要な支援となっている。しか 担い手となるＮＰＯ法人等の支援に努めていく。

し、1拠点あたりの運営費は、現在の補助基準額約 子ども食堂については、子どもの貧困対策に止まらず、孤

９００万円では不足が生じているという。 食の解消や多世代交流、更には地域コミュニティの再生な

民間団体の調査によると、相談（ネグレクト＋養 ど、目的は様々であることから、運営者間の情報共有等を目

護）を必要とする子どもの数は宇都宮市２０８人、 的に設置された「こども食堂サポートセンター・とちぎ」と

日光市３９人であり、１拠点１５人利用できるとし 情報交換していく。

て、必要拠点数は宇都宮市１３．８拠点、日光市

２．６拠点と推計されている。さらなる担い手育成

及び受託運営団体の増加促進のため、予算増を図る ○安心こども特別対策事業費 778,569

こと。

また、各地において開設されて来ている子ども食

堂は、食事や相談を通して支援につなぐ入り口とし

て大きな役割を果たしており、子どもたちが直面す

る「孤食」「ひとり親家庭」「生活困窮世帯」「ネ

グレクト」などの生活環境から、子どもが将来の希

望や夢を持つきっかけとなる安心して過ごせる居場

所となっている。しかし、子どもたちを放ってはお

けないと思っても子ども食堂の開設にあたっては、

財政的にも大きなハードルとなっている。

京都府では、子ども食堂の開設時に２０万円、１
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回の開催に付き１万円の補助により支援している。

埼玉県においても子ども食堂の実態を把握し、子ど

も食堂を必要とする家庭や子ども食堂を支援する方

に情報が届くようホームページで広報している。

本県においても関係者が必要な情報を共有できる

ために、県が実態調査を行い公表するとともに、開

設・運営費の補助事業を創設しバックアップを図る

こと。

１４ 本県の犬猫殺処分ゼロを目指す取り組みの強化

について

本県では、県内の幾つかの自治体において、独自 本県では、動物愛護管理法に基づき、市町等行政関係者、

の避妊去勢に関する補助制度等を規定することで、 関係団体及び学識経験者等を構成員とする栃木県動物愛護推

みだりな繁殖抑制に向けた取り組みが進められてい 進協議会を設置し、市町、獣医師会、動物愛護団体等と連携

るが、動物愛護管理法第３９条に定められている協 しながら、各種施策に取り組んできた結果、犬猫の引取り

議会の設置等は進んでおらず、県の動物愛護管理推 数、殺処分数は順調に減少し、目標値を上回る成果を上げて

進計画に沿った施策の推進体制の構築が急務であ いる。

る。県と県内自治体とが動物愛護施策の共有を図れ このような中、国では平成31(2019)年度に動物愛護管理法

るようにするため、早急に協議会の設置を促すこ 及び国の基本指針の改正を予定していることから、これに合

と。 わせ、県においても関係機関、団体等をはじめ県民や有識者

また、２０１９年には動物愛護管理法の改正が予 の意見などを聞きながら栃木県動物愛護管理推進計画を見直

定されている。動物愛護団体等の請願では、殺処分 すこととしている。

方法、収容施設の改善、動物の繁殖制限のさらなる 今後も､推進計画に基づき、県、市町及び関係団体等が連

促進、自治体における地域猫活動支援の義務付け、 携するとともに、それぞれが担う役割をしっかりと果たし動

等が掲げられている。 物愛護の普及啓発、適正飼養の推進及び譲渡機会の拡大等の

今後、法改正を受けて「栃木県動物愛護管理推進 積極的な取組を継続することで、人と動物の共生する社会を

計画」の見直しを実施すると思うが、行政はもとよ つくり、殺処分ゼロを目指していく。

り、動物愛護団体、保護ボランティア、飼養関係

者、獣医師等による協議・検討の場を設置し、本県

に相応しい管理計画を策定すること。本県の犬猫殺

処分の現状や動物愛護管理の実情を県民に知っても

らうために、市町と連携して適宜情報の周知を図る

こと。また、動物愛護施策の更なる充実を図るた

め、ふるさと納税の使途メニューに反映すること

や、独自の基金の設置等創意工夫を図ること。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

１５ 中小・小規模企業の振興と産業政策の推進につ

いて

本県においては、立地する企業の９９％以上を中 とちぎ地域企業応援ネットワークの構成団体である事業引

小・小規模企業が占めており、本県産業の成長のた 継ぎ支援センターが中心となって、事業引継ぎ案件の掘り起

めには、これらの企業の活性化をいかに図っていく こし等を行い、Ｍ＆Ａも含め、経営者と後継者のマッチング

のかが、重要な課題となっている。本県企業の約６ を実施してきたところである。

割で後継者が決まっていないといわれる中、経営者 今年度からは、国の実施するプッシュ型事業承継支援高度

が６０歳代の企業では約４割で後継者が決まってお 化事業により、更なる事業承継案件の掘り起こしや事業主な

らず、その内約３割の企業で廃業を考えている状況 どを対象とした個者支援等も行っている。

となっている。 引き続き、事業引継ぎ支援センターをはじめ、市町、商工

２０１７年度の事業引継ぎ支援センターへの相談 団体及び金融機関等と連携し、事業引継ぎ案件の掘り起こし

件数は２５０件、成約件数は２３件と相談件数に対 や若手経営者等への情報発信に努め、早期・計画的な事業承

して成約件数が少ない状況である。今後は、県内商 継ができるよう支援していく。

工会議所青年部や青年会議所等、若い経営者が集う

団体等に対して事業引継ぎ支援センターの情報提供

を行い、Ｍ＆Ａによる事業承継を積極的に推進する ○小規模事業者応援事業費 12,000

こと。

また、当事者である経営者が後継者探しを始める

のが遅れるケースがあり、７０歳を超える相談者も

多くいる。経営者が高齢になるほど業績は悪化しや

すく承継は難しくなるので、早い段階での事業承継

に向けた後押し等、更なる周知・啓発に取り組むこ

と。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

１６ 観光立県とちぎの推進について

昨年４月から６月にかけて展開されたデスティネ ４月からのアフターデスティネーションキャンペーン（Ｄ

ーションキャンペーンの実施結果（推計値）が公表 Ｃ）に向けて、昨年春のＤＣの成果と課題を踏まえながら、

され、観光客入込数や宿泊数、経済波及効果などと 新たな観光素材の掘り起こしや更なる磨き上げ、おもてなし

ともに、成果や課題と対応等についても併せて公表 の向上を図るとともに、デジタルメディア等を積極的に活用

された。入込数は目標値を上回ったものの、残念な し、戦略的な情報発信に取り組むなど、ＤＣの実績を上回る

がら宿泊数は目標値に届かなかった。 ことができるよう、オール栃木体制で万全の準備を進めてい

一方で、一昨年の４月から６月に取り組んだプレ く。

ＤＣを皮切りに、以後、関係機関等や各地域間が緊 また、宿泊者の確保については、観光コンテンツの更なる

密に連携することにより数多くの企画・事業が展開 充実を図るほか、県内広域の周遊モデルルートを設定し、広

され、昨年のＤＣ本番では実に２７６に及ぶ特別企 くＰＲするとともに、旅行会社に商品化を強く働きかけるな

画をはじめとする地域の連携強化や二次交通の取 ど、魅力あふれる広域周遊観光の促進に努めていく。

組、さらには「おもてなしいちご隊」の登録者数が リピーター獲得のための渋滞緩和・駐車場確保対策等につ

大きく増加するなど、県民の「おもてなし」気運の いては、ハード・ソフトの両面から、効果的かつ効率的な対

向上が図られ、多くの成果も着実に挙げられてい 策を講じていく。

る。これらは今年実施されるアフターＤＣをはじ さらに、外国人観光客の誘客促進については、外国人向け

め、今後も本県の観光立県を推進していく上で、極 の新たな周遊ルートの開発や動画の配信、ＷＥＢサイトを活

めて貴重な財産となった。今後の観光施策を展開す 用したＰＲ等を実施するとともに、公衆無線ＬＡＮや多言語

るに際し、今回の成果を如何に維持・活用し、さら による相談体制の整備など、外国人の受入環境の充実に向け

に向上させていくか、また課題についての検証と速 た取組を積極的に推進していく。

やかかつ着実な改善こそ重要と考える。

そこで、特に宿泊数向上のために必要な周遊性・

回遊性を高めるためのさらなる施策や、またリピー ○国立公園満喫プロジェクト推進事業費（一部公共・再掲）

ター獲得のための渋滞緩和・駐車場確保対策や有料 432,908

道路・駐車場の料金設定の見直し、さらに東京オリ (417,600)

パラを控え需要が高まるであろうインバウンド対策

としての多言語化やキャッシュレス決済対応に加え

換金所設置などの課題について、各市町と連携を強

化し、早急な対策を講じること。

○関西圏とちぎ魅力発信事業費（再掲） (39,327)

○デスティネーションキャンペーン推進事業費 143,243
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

○とちぎインバウンド強化対策事業費 120,843

１７ 本県の「働き方改革」・「多文化共生」の取り

組みについて

本県の働き方改革については、多くの地域環境と 県内企業・事業所等において、実情に応じた多様な働き方

同様に、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」 の実現を図るため、働き方改革理解促進セミナーを開催する

「育児や介護の両立など、働く方々のニーズの多様 ほか、企業へのアドバイザー派遣による個別診断・改善点の

化」などの状況に直面している。 助言等を実施している。

こうした中、多方面の投資やイノベーションによ あわせて、中小企業・小規模事業者が働き方改革を着実に

る生産性の向上と共に、就業機会の拡大や意欲・能 実施できるよう、栃木県働き方改革推進支援センターや商工

力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題 会議所等と連携し、積極的に支援していく。

と認識している。 また、人手不足対策は喫緊の課題であることから、今後増

これら課題の解決のために、働く方の置かれた個 加が見込まれる外国人材を円滑に受け入れられるよう、「と

々の実情に応じ、企業・事業所等に対して多様な働 ちぎ外国人材活用促進協議会（仮称）」を設立するととも

き方が選択できる施策を要望する。また、栃木県働 に、「多文化共生総合相談ワンストップセンター（仮称）」

き方改革推進支援センターや商工会議所等と連携 や企業向けの相談窓口等を整備し、多文化共生の社会づくり

し、中小企業・小規模事業者への「働き方改革」相 を推進していく。

談等の充実を図ること。 さらに、県内や首都圏の留学生等を対象とした合同企業説

これらと関連して、人手不足が深刻化する中で、 明会を開催し、グローバル人材の確保に取り組んでいく。

外国人労働者の受け入れ拡大を図る出入国管理及び

難民認定法改正案が成立し本年４月から施行される

こととなった。これらを受けて地方自治体に対して ○外国人材活用強化・多文化共生事業費 40,240

は情報提供・相談窓口の整備等の対応が提起されて

いるが、これら対応に万全を期すこと。

また、県内在住の外国人は昨年末時点で約４万人

であり、改正出入国管理及び難民認定法施行後は県

内でも人出不足を背景とした外国人のさらなる増加

が見込まれる。本県においても多文化が共生できる

社会構築のための取組を要望する。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

１８ 新しい栃木の農業戦略について

本県農業は、米麦、園芸、酪農畜産等多彩な農業 若者に魅力ある農業を実現するため、農業者へのスマート

があり、どの分野にも高いポテンシャルがあること 農業の普及啓発や産学官連携によるスマート農業機器の研究

から、バランス良く振興を図るべきである。 開発等に取り組むとともに、新規就農者を確保するため、要

園芸分野においては、ＩＣＴ等の先端技術を活用 件が緩和される国の農業次世代人材投資事業の周知及び活用

した「スマート農業」の推進を図り、本県のリーデ 促進を図っていく。

ィングブランドの更なる振興を図られたい。そのた また、収益力の高い農業を確立するため、施設園芸の高度

めの人材育成については、２０１９年度から、農業 化や水田を活用した露地野菜の生産拡大など、引き続き「園

次世代人材投資事業において、農家の後継者の農地 芸大国とちぎづくり」を積極的に進めていく。

取得要件が５年以内の所有権移転から「利用権設 水田農業については、担い手への農地集積・集約化や圃場

定」へと変更されるなど緩和されることから、丁寧 整備による大区画化に加え、大型機械の導入を一層進めるな

に啓発し、積極的に人材発掘・育成に努めること。 ど生産性の向上を図っていく。

農業用ハウスの既存施設の長寿命化等の施設整備 県産農産物のブランド力強化については、スカイベリーな

については、産地の実態を正確に把握し、積極的に ど特色ある農産物を中心に首都圏や関西圏でのプロモーショ

支援すること。また、にら栽培等で多く活用されて ンに取り組むとともに、県オリジナル品種の品種登録や商標

いる「ウォーターカーテン」の整備など、農家ニー 登録を適切に行っていく。

ズに対する支援も要望する。

水田農業については、２０１８年産の主食用米か

ら「作付け参考値」が示され、生産が行われている ○スマート農業とちぎ推進事業費 22,970

が、さらなる低コスト化、省力化を目指し、効率性

の高い農業生産の支援を行うこと。

園芸大国とちぎづくりに向けて、ブランド力強化

は不可欠である。昨年の大阪センター開設を受けて

の関西市場への進出はきわめて重要であるが、需要

発掘作業や関西圏の消費者の動向等を的確に把握 ○競争力強化生産総合対策費 1,765,230

し、戦略を練ることが重要であるため、必要な対策

を積極的に講じること。

「スカイベリー」「とちぎ和牛」等のリーディン

グブランドについて、効果的なプロモーションの展

開をはじめ、知的財産権への対応、生産体制の強化

等を推進すること。 ○畜産競争力強化対策事業費 495,175

○水田農業構造改革推進事業費（一部再掲） 120,130

(18,000)
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

○とちぎの農産物ブランド力強化推進事業費 137,332

○園芸大国とちぎづくり推進事業費（一部再掲） 632,012

(92,458)

１９ とちぎ農産物輸出戦略の推進について

県では、２０２０年度の輸出目標額を４億円とす 香港の輸入規制緩和や国際協定の発効を好機と捉え、いち

る「とちぎ農産物輸出戦略」に基づき、現地バイヤ ごや梨を中心とした県産農産物の輸出拡大に向け、プロモー

ーとの連携による販路拡大をはじめとする各取組を ションの展開や現地バイヤーとの関係強化等により、積極的

展開している中、昨年度の県産農産物の輸出額は、 な販路の拡大に取り組んでいく。

前年度比１０％増の３億５百万円余と初めて３億円 また、取引先の要求に応えられる「グローバルＧＡＰ」等

を突破したところである。 の食品安全規格の取得への支援を行うとともに、高度な衛生

国全体においても、先頃、農水省が発表した昨年 管理基準を満たす新たな食肉センターの整備を引き続き支援

１０月時点（１～１０月）の農林水産物・食品の輸 していく。

出実績によれば、前年同期より１５％以上増えて７ さらに、国内外の情勢変化等を踏まえ、未だ輸入停止措置

千億円超となり、６年連続で過去最高を更新してい を続ける国・地域の規制解除について、国へ働きかけてい

る。 く。

昨年７月には、日本の農産物・食品の最大輸出先

である香港が、本県を含む４県の輸入停止措置を条

件付きで緩和したことを踏まえ、香港向けのプロモ ○とちぎの農産物ブランド力強化推進事業費（再掲）

ーションや現地バイヤーの開拓、北関東３県連携に (137,332)

よる青果物の共同輸送試験に新たに取り組んでい

る。

また、昨年１２月にＴＰＰが発効し、今年２月に

は日欧ＥＰＡも発効見込みとなるなど、これまでに

ない巨大な自由貿易圏が誕生する。まさに、県産農

産物の輸出拡大を図る絶好の機会であり、海外の富

裕層などターゲットを明確にして、県産農産物の魅

力のＰＲや新たな販路を切り拓くための積極的なプ

ロモーション活動を展開していくこと。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

さらに、輸出先が求める国際的な食品安全規格で

ある「グローバルＧＡＰ」等の取得支援を加速する

とともに、国際的な衛生管理基準を満たす食肉加工

施設設置に向け、引き続き支援を行うこと。

なお、ＪＡ全農は昨年８月に、本県農産物の輸入

停止措置が執られている４つの国・地域のうち、台

湾に現地事務所を開設した。台湾は、香港・米国に

次ぐ日本の輸出先であることから、ＪＡの現地農畜

産物の輸出拡大活動とも連携しながら、引き続き輸

入停止措置の解除に努めること。

２０ 農業用ため池の緊急点検結果と今後の対応につ

いて

平成３０年７月豪雨を受け、「防災重点ため池」 県内526か所の農業用ため池の点検結果を踏まえ、ため池

に指定されていない、小規模なため池の決壊による 管理者に対し、市町と連携して施設機能の適切な維持・補強

被害を受けて行った県内３７３カ所の農業用ため池 に向けた指導・助言を行うとともに、補助事業を活用した整

の緊急点検結果に基づき、「対策の検討及び維持管 備等を促進していく。

理の改善が必要なため池」１３０カ所に対する対応 また、市町が行う浸水区域のシミュレーションの結果を踏

に関し、土地改良区等ため池管理者への適切な指導 まえて新たな防災重点ため池の選定を行うとともに、ハザー

・助言を行うとともに対策に必要な財政支援を図る ドマップの作成・公表を適切に支援していく。

こと。

さらに、県内５２６カ所のため池の内、緊急点検

の対象とならなかった残る１５３カ所の農業用ため

池の点検結果も明らかにするとともに、必要な措置

を講じること。

また、新たな防災重点ため池の選定に関する国の

新基準設定に伴う対応について、市町と連携し浸水

区域のシミュレーションに速やかに取り組むととと

もに、選定後は市町がハザードマップを作成し周知

していくよう促進すること。
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要 望 事 項 回 答

２１ 種子法廃止に伴う条例制定について

昨年９月の県議会代表質問において、種子法廃止 本県農産物の安定生産や品質確保の基本となる優良な種子

を受け、本県独自の条例制定も視野に入れて検討を ・種苗を、将来にわたり県が責任を持って安定供給していく

進めていると聞いているが、栃木県米麦改良協会、 ため、米、麦、大豆のほか、本県が開発した主要な園芸品目

農業団体、行政機関を構成員とした「主要農産物の も対象とする新たな条例の制定に向けて検討を進めている。

種子供給のあり方検討会」における協議は勿論のこ

と、全国の先進事例を十分に参考にし、本県に相応

しい条例を制定すること。

また、本県の特徴である「いちご種苗」を保護す

るため、具体的な措置内容について条例に盛り込

み、今後の生産活動に影響を与えないように配慮す

ること。また、大豆などで心配な遺伝子組み換え種

子等の使用禁止等など、実効性のある条例内容とす

ること。

さらに、条例制定にあたってはスピード感をもっ

て作業を行い、早期に制定するとともに、制定時期

を踏まえ、農業者や農業団体等への制度の周知徹底

を図ること。

２２ ネオニコチノイド系農薬の蜜蜂被害実態把握に

ついて

昨年９月提出の中間期における政策推進及び９月 これまでに国と共同で実施してきた「蜜蜂被害事例調査」

補正予算等に関する要望書回答において、蜜蜂被害 では、ネオニコチノイド系農薬を原因とする蜜蜂の被害の事

の実態把握に努めていくとのことだったが、その後 例はないとされているが、今後とも、国と連携しながら状況

の状況把握と対策を示すこと。 把握に努めるとともに、農薬の適正使用の促進を図ってい

また、環境指標生物とされるミツバチの減少か く。

ら、ネオニコチノイド系農薬との関係と自然環境へ

の負荷について農業生産者や養蜂業者等から情報収

集し調査を実施すること。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

２３ 社会資本等の整備について

昨年は大雨・豪雨・台風による風水害に加え、大 近年の頻発化・激甚化する豪雨等に備えるため、洪水を安

規模地震も発生するなど、全国的に激甚化する自然 全に流下させる河川断面の確保を目的としたこれまでの対策

災害により被害が相次いだ。特に本県では２０１１ に加え、堆積土を活用した堤防強化による長時間の洪水に耐

年に発生した東日本大震災や２０１５年に発生した える粘り強い堤防の整備や河床の洗掘防止対策等について

関東・東北豪雨による被害も受けたことから、多く も、積極的に取り組んでいく。

の教訓を得、以来、災害に強い県土づくり・減災機 また、住民の適切な避難行動につながるよう、災害対応に

能の充実・防災体制の強化が推進されてきた。 ついての研修会を市町職員向けに開催するほか、土砂災害警

そこで、引き続き、緊急防災・減災対策事業によ 戒区域の周知を含めた避難訓練を実施するなどのソフト対策

り、県民の生命・安全を守るため、緊急度の高い箇 を推進し、警戒避難体制の強化を図っていく。

所から堆積土除去・調整池設置・急傾斜地対策等に ダム管理については、毎年、関係機関と連携し、住民への

よる河川・砂防施設のハード整備に、迅速かつ適切 情報伝達方法などの確認を行っているほか、平成30年７月豪

に取り組むこと。同時に、早期対策が必要とされな 雨を受け、改めて関係市町に対し、ダム放流時における関係

がらも未整備もしくは整備未了箇所について、あら 機関との情報伝達の強化等について周知徹底を図った。ま

ゆる情報を市町と共有し、かつ住民に周知徹底し、 た、国が設置した検討会の提言を踏まえ、関係市町と連携し

さらに避難・防災訓練等を通じ、災害から人命を守 て住民説明会を実施することとしており、下流域住民に対す

るためのソフト対策にも万全を期すこと。 る安全確保対策の一層の充実に向けて、積極的に取り組んで

特に、平成３０年７月豪雨で露見したダム管理に いく。

関する行政と住民間の情報伝達・共有についての課 県有建築物の長寿命化対策については、「栃木県公共施設

題は、本県も水源地としてダムを多数有しているこ 等総合管理基本方針」等に基づき、県民ニーズや建物の劣化

とから、今般の災害と同様の想定の元に対策を講じ 状況等を十分に把握し、優先度の高い施設から計画的かつ着

る必要があり、引き続き関係機関と連携を図りつつ 実に整備を推進していく。

対応すること。 水道法の改正については、改正内容の情報提供等に努めな

なお、道路も含めハード整備は全国共通の緊急的 がら、市町等が行う水道事業の基盤強化を支援していく。

課題であり、その推進のための安定的な財源確保に 今後とも、ハード整備に当たっては、国の交付金を積極的

ついては、国による十分な支援を求めているところ に活用するとともに、交付税措置のある有利な地方債を活用

ではあるが、国土強靭化・県土強靭化の名のもと するなど、財政の健全化に配慮しながら、事業を推進してい

に、国や本県の健全な財政運営に支障が及ぶことは く。

避けなければならないと考える。今後も国の動向・

方針を注視しつつ、本県の健全財政が維持されるこ

とを前提に、引き続き必要な財源の確保に努めるこ ○緊急防災・減災対策事業費 2,000,000

と。

また、県有建築物の長寿命化対策について、長寿

命化修繕計画に基づく適正な修繕・更新に引き続き

取り組むこと。

さらに今般の水道法改正に伴う対応について、安

全な水道が維持され、かつ県民生活に著しい変化が ○地域防災力強化事業費 9,144

生じることのないよう、市町との情報交換を図り、

必要に応じて支援策を講じること。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

○公共事業費（補助）（県土整備部） 44,298,589

○県単公共事業費（県土整備部） 13,761,078

○県庁舎等長寿命化対策費 1,321,660

○県立学校施設長寿命化推進事業費 1,626,257
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

２４ ＬＲＴ整備に対する対応について

ＬＲＴ整備については、昨年工事施行認可が決定 宇都宮市及び芳賀町では、関係住民の不安や疑問を解消す

し、宇都宮市と芳賀町では、早速工事着手をしてい べく、戸別訪問等による説明を丁寧に行い、９割を超える方

る。しかし、依然関係権利者との合意形成における 々から用地測量への協力意向をいただき、順次用地取得交渉

課題が残っており、用地取得や工事施工において問 を進めていると聞いている。引き続き、両市町には丁寧な説

題が発生していると聞いている。従って、関係権利 明に取り組むよう県からも働きかけていく。

者の意向を最大限尊重すると共に、事業促進ありき 先ずは優先整備区間であるＪＲ宇都宮駅東側区間を着実に

の進め方を行わないこと。 進めていくことが重要であり、ＪＲ宇都宮駅西側の延伸につ

ＪＲ宇都宮駅西側ルートに関する検討を宇都宮市 いては、市民との意見交換や、関係機関との協議・調整など

が行っているが、西側区間に関する国や県の支援の を十分に行いながら検討を進めるよう、宇都宮市に求めてい

あり方については決定していない。 く。

県の支援のあり方を検討するにあたっては県民合 なお、地域公共交通の維持・充実を図るため、引き続き、

意を大前提とし、安易な支援決定は行わないこと。 国、県、市町、乗合バス事業者等で構成される栃木県生活交

バス路線の見直しについては、慎重に行うこと。特 通対策協議会において、生活交通における状況を把握するた

に西側区間はバス路線としても採算の見合う区間 めの分析を行い、地域公共交通全般に関して効果的・効率的

（いわゆるドル箱区間）であり、当該区間の営業が な見直しを行っていく。

なくなることは、同バスにおける県内郊外部の路線

等に大きな影響を及ぼす恐れがあるため、十分に検

討すること。 ○芳賀・宇都宮ＬＲＴ整備事業費補助金（再掲） (760,000)

本県の地域公共交通に関する予算や施策を整理す

ること。そのうえで、ＬＲＴに関する支援との整合

性を明確にすること。
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要 望 事 項 回 答

２５ 県内公共交通空白地域の解消と地域公共交通の

充実に向けた取組について

２０１６年に県が策定した「とちぎの道路・交通 地域共助型生活交通の導入に当たっては、将来にわたり持

ビジョン」では、地域を支える交通ネットワークを 続可能な生活交通を確保する観点から、収支に見合った運行

充実・強化することなどにより、暮らしや産業・観 となるよう、十分に検討することが重要である。このため、

光を支え災害に強い交通ネットワークを構築し、全 策定したガイドラインを活用しながら、自立的な運行が確保

ての人にとって安全・安心・快適な移動手段の確保 できるよう、市町等の取組を支援していく。

を目指している。 なお、地域共助型生活交通については全国的にはまだ事例

同年、国から自家用有償旅客運送に関する権限移 が少ないことから、先進事例や今後の県内における導入状況

譲を受けたことに伴い、地域の実情に応じた地域共 を勘案しながら、支援のあり方について研究していく。

助型生活交通等の導入推進に向け、昨年１０月県は また、複数の市町をまたいで運行する市町バスの導入につ

ガイドラインを策定するとともに、県内の公共交通 いては、新たな路線を導入する際の検討事項や手法などを示

空白地等における移動手段の確保を検討する市町等 すガイドラインを作成し、市町の取組を支援していく。

関係者を対象とした説明会も行ってきた。

今後、地域共助型生活交通の導入に向け、将来に

わたり持続可能かつ自立的な運航が確保できるよ

う、収支計画策定や市町の負担軽減策等の支援に努

めること。さらに、市町の負担軽減の方策において

は、県による財政支援も視野に入れながら地域共助

型生活交通の確実な運航・継続を図り、県内公共交

通空白地域の解消に取り組まれたい。

また、現在、県内１８市町で運行されるコミュニ

ティバスを含め、市町を越えた移動需要に対応でき

るよう、広域的な運行実施へ導入支援を図ること。
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要 望 事 項 回 答

２６ 大阪府北部地震によるブロック塀倒壊事故に伴

う県の対応について

昨年６月に発生した大阪府北部地震による小学校 県は、ブロック塀等の所有者に対し、図解リーフレットを

の塀倒壊に伴う児童の死亡事故を受け、本県では、 活用し、市町や関係団体等と連携して安全確認や安全対策等

県立学校等を含む県有施設のブロック塀等につい の必要性について周知してきた。

て、現行の建築基準法に適合していない施設が相当 また、平成31(2019)年度から、新たに通学路等に面し倒壊

数確認されたことから、９月補正予算において、地 の危険があるブロック塀等の撤去に対して、市町と連携した

震により倒壊し、人的被害が生じる恐れがある塀等 助成制度を設けることとした。

について、各施設の状況に応じて撤去・新設等の対 引き続き、ブロック塀倒壊等による事故防止や県民の安全

策を行った。 確保に取り組んでいく。

さらに、県内４施設で、ブロック塀より軽く、倒

壊時の被害軽減が見込まれる県産木材を利用した

「木塀」を整備し、４施設をモデルに県産木材によ ○耐震改修等促進事業費 263,600

る木塀の標準仕様をまとめた事例集を策定し、設置

を希望する市町や民間企業にＰＲすることは大変評

価をしているところである。

しかし、民間個人が所有するブロック塀等の点検

等がなかなか進んでいない現状もみられることか

ら、通学路に面する、現行の建築基準法に適合して

いないブロック塀等の撤去や撤去後に軽量な塀等を

設置する工事に対する支援等を行い、事故防止に全

力で取り組むこと。
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要 望 事 項 回 答

２７ 学校の指導力強化と教員の働き方について

本県では、教育ビジョンとちぎに掲げているとお 小学校における35人以下学級については、児童一人一人へ

り、学校の指導力強化のため少人数学級を推進し、 のよりきめ細かな指導が可能となる環境を整備する観点か

小学校第４学年までの３５人以下学級が実現した。 ら、平成31(2019)年度から第５学年についても導入してい

今後は第５学年、第６学年の３５人以下学級の実現 く。

に向けて取り組んでいくこと。また、３５人以下学 また、教員の働き方改革を進めるに当たり、スクール・サ

級の実現に伴い、加配されていた教員が振り替えら ポート・スタッフを活用することは、業務負担の軽減を図る

れたことにより、教育現場からは困っている等の話 上で有効であると考えており、国の制度を活用した配置につ

を聞く。３５人以下学級の推進とともに加配教員の いて検討していく。

確保に最大限努めること。 さらに、部活動指導員については、教員の長時間勤務の削

教員の働き方については、本年１月に学校におけ 減につながるよう、市町の要望を踏まえ、競技団体等と連携

る働き方改革プランが策定された。プランの目標と しながら、必要な人材の確保を支援していく。

して、月の時間外勤務の上限４５時間を目指しつ

つ、２０２１年度までに、月の時間外勤務が８０時

間を超える教員の割合を０％にするとしている。 ○学校指導力強化対策事業費 3,034,043

しかし、プランの中で、学習プリント等の印刷業

務、授業準備の補助等、教員のサポートを担当する

スクール・サポート・スタッフ等の導入については

今後検討するとの記載に留まっている。

さらに、部活動指導の技術面の指導だけでなく、

指導員単独での指導や引率が可能となる部活動指導 ○部活動指導員配置事業費 21,974

員の導入についても今後検討するとの記載に留まっ

ており、教員の負担軽減の効果が大きく期待できる

部分について消極的な内容となっている。来年度、

スクール・サポート・スタッフや部活動指導員等を

モデル的に県内数校に配置し効果の検証等を行い、

今後積極的に導入に取り組むこと。
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要 望 事 項 回 答

２８ 教育機会確保の実践について

不登校のために就学が困難となってしまった児童 不登校児童生徒の学校以外の場における教育機会の確保に

生徒に対して、学校への登校を強制せず、それぞれ ついては、文部科学省から「いじめ対策・不登校支援等推進

にあった学校以外の学びの場の学習環境を保障する 事業」を受託し、家庭訪問による学習支援や福祉部局と連携

ことと、個々の休養の必要性を盛り込んだ教育機会 した家庭への支援等の取組をリーフレットにまとめたところ

確保法は、２０１６年１２月公布された。本県にお であり、県内の学校及び市町教育委員会等へ広く周知し、個

いては、２０１７年度に「学校以外の場における教 々の状況に応じた必要な支援を促進している。

育機会の確保等に関する調査研究」を実施してい 今後とも、不登校児童生徒の教育機会を確保するため、関

る。 係機関等との連携や情報共有を図るほか、民間団体等との連

しかし、この事業は学校復帰を前提としているた 携についても引き続き研究していく。

め、学校以外の学びの場の学習環境を保障するため

の事業とはなっていない。学校に復帰することもあ

るが学校にどうしても行けない子たちもいる。その

両方のケースを想定した上で、どういう学習機会が

その一人ひとりの子どもにふさわしいのかを考える

ことが、教育機会確保法ができた大きな意味であ

る。

その子にふさわしい学習の場が、学校であった

り、不登校特例校や適応指導教室だったり、フリー

スクールだったりいろいろな場がある。学校が一番

ということで進めてきたことからすると、学校以外

の学びの場を認めることは、なかなか相容れないこ

とだと考えるが、学校に行けず苦しんでいる子ども

たちのために、不登校を問題行動と捉えず、フリー

スクールとの連携と情報共有を図られたい。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

２９ 障害者雇用の充実について

県教育委員会における障害者の法定雇用率を達成 県教育委員会においては、法定雇用率の更なる引き上げ等

するためには１００名以上の雇用拡大を要するとあ も踏まえ、これまでの取組に加え、新たに県立学校の公仕へ

ったが、達成時期は1年でも早くとするに留まって の採用などを進め、障害者の雇用を100人以上拡大すること

いる。今や一刻も早い雇用率達成が望ましい。 とした。

そのためにも学校などの各教育機関における階段 今後は、知事部局も連携しながら、障害の種別や特性に応

昇降機の設置をはじめとしたハード面の整備など、 じた仕事の確保や働きやすい環境づくりを進め、できるだけ

バリアフリーの充実が必要である。バリアフリーへ 早期に法定雇用率を達成できるよう、障害者雇用の推進に積

の環境整備はそこに通う児童生徒のみならず、働く 極的に取り組んでいく。

教員や職員、けがをした児童、車いすの保護者にと バリアフリー化については、児童生徒の学校生活に支障が

っても必要な整備となる。 ないよう、必要に応じて施設改修を行っており、今後とも障

また、職種としては高校の実習助手や、職員の福 害に配慮した教育環境の整備に努めていく。

利厚生のためのマッサージ師として視覚障害者を採 また、障害者雇用の促進を図るため、優良事業者等の表彰

用し、教育施設を循環する。移動手段は精神や知的 やセミナーを開催するとともに、障害者とのマッチングを図

障害者を運転手として起用する。ストレスの多い教 る就業体験や合同就職面接会を開催するほか、企業の実情を

職員の疲れをとるための福利となると考える。 踏まえた個別コンサルティングを実施するなど、引き続き積

同様に企業においても産業カウンセラーのよう 極的に取り組んでいく。

に、心身をほぐしストレスを発散させ仕事に熱中で

きるようにするためのヘルスキーパーをはじめ、障

害者の雇用を促進するよう要望する。いずれもジョ

ブコーチの支援を必須とすること。
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（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

３０ 教育現場における医療的ケアの充実について

県の医療的ケア児実態調査結果報告書によると、 特別支援学校において、医療的ケア児の教育を受ける機会

２０１６年１０月時点で、在宅で医療的ケアを必要 を確保するためには、その健康と安全の確保が重要であるこ

とする県内の７歳から１８歳までの障害児は１９３ とから、主治医等の専門的知見を活用しながら個々の状況に

人となっている。 応じた対応等について検討を行うとともに、学校看護師の適

２０１８年６月２０日付けで文部科学省初等中等 切な配置に努めるほか、学校看護師に対する医療的ケアに関

教育局長から各都道府県教育委員会教育長宛に「学 する研修を行うなど、受入体制の強化を図っている。

校における医療的ケアの実施に関する検討会議」の また、保護者の付添いについては、個別の状況を詳細に検

中間まとめが通知された。 討し、医療安全の確保のために真に必要と考えられる場合に

その中で、特別支援学校に在籍するたんの吸引や 限って協力を求めることとしており、引き続き、医療的ケア

経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な児童生徒 児の教育を受ける機会の確保を図っていく。

等（以下「医療的ケア児」という。）は年々増加し

ている。看護師の勤務に当たっては、指導的な立場

の看護師の配置に加え、学校医や医療的ケア指導

医、主治医や医療的ケア児が通常利用している訪問

看護ステーション等の看護師と、直接意見交換や相

談を行うことができる体制を構築することが重要で

ある。

また、保護者の付添いの協力を得ることについて

は、本人の自立を促す観点からも、真に必要と考え

られる場合に限るよう努めるべきで、やむを得ず協

力を求める場合にも、代替案などを十分に検討した

上で、その理由や今後の見通しなどについて丁寧に

説明することが必要であるとされている。

県教育委員会としても、この通知の趣旨を踏まえ

医療的ケア児が学校において教育を受ける機会を確

保すると同時に保護者の付き添いに対する負担を軽

減するよう努めること。



- 30 -

（単位：千円）

要 望 事 項 回 答

３１ 交通事故抑止・防止と交通マナー改善・向上に

ついて

「信号機のない横断歩道の自動車の一時停止」率 運転者の歩行者優先意識を高めるため、「『止まってくれ

について、２０１８年のＪＡＦ調査によると、全国 ない！栃木県』からの脱却」をスローガンに、広報啓発活動

平均８．６％に対し本県は０．９％であり「止まっ と横断歩行者等妨害等違反の取締強化を図っていく。

てくれない栃木県」であることが明らかになった。 また、可搬式オービス等を効果的に運用して通学路や生活

その他にも全国的に「速度超過」や「あおり運転」 道路等における速度抑制を図るほか、「あおり運転」等の危

など、残念ながら、人命に危害を及ぼす可能性が極 険性について広く県民に広報啓発するなど、交通事故の更な

めて高い悪質な運転が話題となっている。言うまで る抑止に努めていく。

もなく、これらの悪質な運転により歩行者や他の通 さらに、県民一人一人の交通安全意識や交通マナーの一層

行車両等は危険を回避することが困難になり、か の向上を図るため、引き続き、交通マナーアップキャンペー

つ、被害の規模も大きくなるリスクが高まることに ンなどの取組を推進していく。

なる。

警察本部では、特に今年度は可搬式オービス導入

などによる速度違反取締りをはじめ、様々な交通違 ○新交通管理システム等整備費 14,523

反取締りにより、事故抑止に向けた取り組みを続け

ているところであるが、いまだ多くの県民の尊い命

が交通事故により失われていることに変わりはな

い。

そこで、さらに交通事故を抑止し、かけがえのな

い人命を守り「安全・安心な栃木県」とするため

に、栃木県警察速度管理指針等に基づいた対策の一

層の強化・推進を図ること。特に本県の交通マナー

の悪さの実態について、これまで以上に県民に周知

徹底することで、マナー改善・向上に向けた啓発と

実践のための県民ぐるみの対策を講じること。


